
第

二

千

八

百

九

十

五

号

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
海
津
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(

下

水

道

課)

六
五
一
ペ
ー
ジ

収
用
委
員
会
告
示

○
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始

(

収
用
委
員
会)

六
五
一

公

示

○
平
成
二
十
八
年
度
の
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不

足
比
率
の
概
要

(

市

町

村

課)

六
五
三

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(
保
健
医
療
課)

六
五
四

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

(
同

)

六
五
五

○
平
成
二
十
九
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
合
格
者

(

商
工
政
策
課)

六
五
五

○
木
曽
川
地
域
森
林
計
画
の
案
の
縦
覧

(

林

政

課)

六
五
五

○
揖
斐
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

(

同

)
六
五
六

○
宮
・
庄
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

(

同

)
六
五
六

○
長
良
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

(

同

)

六
五
六

○
飛�
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

(

同

)

六
五
六

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

六
五
七

○
岐
阜
県
収
用
委
員
会
の
審
理
の
開
始

(

収
用
委
員
会)

六
五
七

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
津
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

海
津
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

海
津
都
市
計
画
下
水
道
事
業

海
津
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
四
年
一
月
二
十
四
日
か
ら

平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

収
用
委
員
会
告
示

岐
阜
県
収
用
委
員
会
告
示
第
一
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用
の
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日



加
藤�
夫

氏

名

加
藤

武

氏

名

二

番

二

地

番

岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
太
田
二
番
地

住

所

岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
太
田
六
〇
一
番
地

住

所

宅
地

公

簿
地

目宅
地

現

況��･�� 公

簿

地

積(

㎡)��･�� 実

測

土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外

の
権
利
の
存
否
不
明
。
た
だ

し
、
権
利
が
存
す
る
場
合
は
、

使
用
借
権 権

利
の
種
類 ��･�� 収

用
し
よ
う
と

す
る
土
地
の
面

積(

㎡)

一

一

番

一

地

番

西
日
本
電
信
電

話
株
式
会
社

岐
阜
支
店

支

店
長

徳
升
良

弘 中
部
電
力
株
式

会
社

代
表
取

締
役
社
長

勝

野

哲

岐
阜
県
岐
阜
市
梅
ケ
枝
町
二
丁
目
三
一
番
地

愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
新
町
一
番
地

畑
公

簿
地

目宅
地

現

況�� 公

簿

地

積(

㎡)��･�� 実

測

土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外

の
権
利
の
存
否
不
明
。
た
だ

し
、
権
利
が
存
す
る
場
合
は
、

使
用
借
権

土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外

の
権
利
の
存
否
不
明
。
た
だ

し
、
権
利
が
存
す
る
場
合
は
、

使
用
借
権��･�� 収

用
し
よ
う
と

す
る
土
地
の
面

積(

㎡)

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
収
用
委
員
会

会
長

毛

利

哲

朗

一

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

事
業
の
種
類

一
級
河
川
木
曾
川
水
系
揖
斐
川
改
修
工
事(

岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
太
田
字
町
通
地
内
か
ら
同
市

南
濃
町
安
江
字
河
原
南
地
内
ま
で)

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
等

土
地
の
所
在

岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
太
田
字
町
通

(

注)

収
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
に
係
る
図
面
は
、
岐
阜
県
県
土
整
備
部
用
地
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
権
利
の
種
類

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
月
十
二
日

岐
阜
県
収
用
委
員
会
告
示
第
二
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用
の

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
収
用
委
員
会

会
長

毛

利

哲

朗

一

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

事
業
の
種
類

一
級
河
川
木
曾
川
水
系
揖
斐
川
改
修
工
事(

岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
太
田
字
町
通
地
内
か
ら
同
市

南
濃
町
安
江
字
河
原
南
地
内
ま
で)

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
等

土
地
の
所
在

岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
太
田
字
町
通
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加
藤

榮
治

加
藤�
夫

氏

名

不
明
。
た
だ
し
、

(

亡)

林
繁
男(
登
記
簿
氏
名

林
茂
男)

法
定
相
続
人(
持
分
不

明)

相
続
人

児
島

美
里

相
続
人

松
長

香
里

相
続
人

柴
田

文
美

相
続
人

林

英
規

相
続
人

林

恵
美

相
続
人

清
水

よ
し
み

相
続
人

林

正
男

相
続
人

遠
藤

壽
子

相
続
人

山
田

一
夫

又
は加

藤�
夫

氏

名
岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
太
田
一
一
番
地

岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
太
田
二
番
地

住

所

愛
知
県
春
日
井
市
二
子
町
一
丁
目
一
一
番
地
一

グ
ロ
ー

リ
ア
ス
二
子
山
公
園
八
〇
一
号

愛
知
県
名
古
屋
市
中
川
区
露
橋
二
丁
目
二
九
番
一
四
号

愛
知
県
岡
崎
市
柱
町
字
南
屋
敷
三
七
番
地
五

愛
知
県
豊
橋
市
東
幸
町
字
東
明
五
七
番
地
の
一

愛
知
県
名
古
屋
市
南
区
東
又
兵
ヱ
町
三
丁
目
一
番
地
の
四

愛
知
県
名
古
屋
市
南
区
豊
田
五
丁
目
五
番
二
八
号

真
栄

マ
ン
シ
ョ
ン
道
徳
四
〇
一
号

愛
知
県
刈
谷
市
司
町
六
丁
目
一
六
番
地
二
一

福
島
県
白
河
市
和
尚
壇
山
二
番
地
一
一
六

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
南
明
町
二
丁
目
六
五
番
地

サ

ン
パ
ー
ク
南
明
町
三
〇
四
号

岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
太
田
二
番
地

住

所

土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外

の
権
利
の
存
否
不
明
。
た
だ

し
、
権
利
が
存
す
る
場
合
は
、

使
用
借
権

土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外

の
権
利
の
存
否
不
明
。
た
だ

し
、
土
地
所
有
者
が(

亡)

林
繁
男
法
定
相
続
人
の
場
合

は
、
使
用
借
権

権
利
の
種
類

美
濃

市

中
津
川
市

関
市

多
治
見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

市
町
村
名

中
部
電
力
株
式

会
社

代
表
取

締
役
社
長

勝

野

哲

愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
新
町
一
番
地

― ― ― ― ― ― ―

実
質
赤
字
比
率

― ― ― ― ― ― ―

連
結
実
質
赤
字

比
率

11.2

9.9

4.8

－
1.6

9.0

0.9

4.6

実
質
公
債
費
比

率

土
地
に
関
す
る
所
有
権
以
外

の
権
利
の
存
否
不
明
。
た
だ

し
、
権
利
が
存
す
る
場
合
は
、

使
用
借
権

49.4

22.7 ― ― ―

15.6 ―

将
来
負
担
比
率

(
注)

収
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
に
係
る
図
面
は
、
岐
阜
県
県
土
整
備
部
用
地
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
権
利
の
種
類

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
月
十
二
日

公

示

○
平
成
二
十
八
年
度
の
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
の
概
要

地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号)

第
三
条
第
四

項(

同
法
第
二
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
三
条

第
三
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
県
内
市
町
村
の
平
成
二
十
八
年
度
の
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
及

び
資
金
不
足
比
率
に
係
る
報
告
の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

平
成
28年
度
の
決
算
に
基
づ
く
健
全
化
判
断
比
率
及
び
資
金
不
足
比
率
の
概
要

１
健
全
化
判
断
比
率

(単
位
：
％
)
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北
方

町

池
田

町

大
野

町

揖
斐
川
町

安
八

町

輪
之
内
町

神
戸

町

関
ケ
原
町

垂
井

町

養
老

町

笠
松

町

岐
南

町

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務
原
市

土
岐

市

美
濃
加
茂
市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

10.9

7.7

1.3

7.0

12.4

4.3

6.4

12.9

3.9

7.9

5.9

3.7

11.0

12.8

12.9

4.7

13.0

1.5

15.6

-0.5

1.6

5.1

6.4

7.1

5.8

4.2

59.5

78.9 ― ―

89.8

16.6

50.0

62.4

13.8

82.3

95.2 ―

61.4

0.8

45.0

27.8 ― ―

32.1 ― ― ― ―

13.3

24.8 ―

国
民
健
康
保
険
飛�
市
こ

ど
も
の
こ
こ
ろ
ク
リ
ニ
ッ

ク
名

称

白
川

村

御
嵩

町

東
白
川
村

白
川

町

八
百
津
町

七
宗

町

川
辺

町

富
加

町

坂
祝

町

― ― ― ― ― ― ― ― ―

飛�
市
古
川
町
若
宮
二
丁
目
一
番
六

〇
号

所

在

地

― ― ― ― ― ― ― ― ―

1.0

7.1

10.2

11.3

9.1

11.3

11.2

10.6

5.3精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

― ―

21.8

2.3 ― ― ― ― ―

平
成
��･��･� 指

定

年
月
日

(注
)
実
質
赤
字
比
率
及
び
連
結
実
質
赤
字
比
率
が
な
い
場
合
並
び
に
将
来
負
担
比
率
が
算
出
さ
れ

な
い
場
合
(地
方
債
現
在
高
な
ど
の
将
来
負
担
よ
り
基
金
な
ど
の
充
当
可
能
財
源
が
多
い
場
合
)

は
､
｢―
｣
と
表
記
し
て
い
る
｡

２
資
金
不
足
比
率

県
内
の
市
町
村
及
び
一
部
事
務
組
合
の
全
公
営
企
業
会
計
に
お
い
て
､
資
金
不
足
は
な
い
た
め
､

算
出
さ
れ
る
資
金
不
足
比
率
は
な
い
｡

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法

第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(

病
院
又
は
診
療
所)
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シ
ル
ク
ケ
ア
岐
阜
訪
問
看

護
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ハ
ピ
ネ
ス

遠
藤
薬
局

名

称

ま
つ
な
み
訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

に
し
む
す
び
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

名

称

ま
る
み
は
な
の
木
薬
局

名

称

岐
阜
市
清
本
町
一
〇
丁
目
二
〇
番
地

各
務
原
市
鵜
沼
三
ツ
池
町
二
―
二
八

二
―
二

岐
阜
市
上
土
居
七
五
一
―
六

所

在

地

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
一
八
五
番
地
一

岐
阜
市
雄
総
桜
町
四
丁
目
二
三
番
地

コ
ー
ポ
リ
バ
ー
サ
イ
ド
三
〇
二
号

室

所

在

地

中
津
川
市
淀
川
町
三
―
八
ル
ビ
ッ
ト

タ
ウ
ン
中
津
川
一
階

所

在

地

同 同 精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

同 精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

平
成
��･�･�� 平

成
��･��･�� 平

成
��･��･� 辞

退

年
月
日

同 平
成
��･��･� 指

定

年
月
日

平
成
��･��･�� 指

定

年
月
日

ま
る
み
は
な
の
木
薬
局
淀

川
店

ア
サ
ヒ
調
剤
薬
局
北
一
色

店 Ｖ
・
ｄ
ｒ
ｕ
ｇ

高
山
中

央
薬
局

竹
内
ク
リ
ニ
ッ
ク

中
津
川
市
え
び
す
町
一
六
九
六
番
一

岐
阜
市
北
一
色
六
丁
目
三
番
一
四

高
山
市
昭
和
町
三
―
一
四
五

岐
阜
市
向
加
野
二
丁
目
一
六
番
二
九

号

同 同 同 同

平
成
��･��･� 平

成
��･�･�� 平

成
��･�･�� 平

成
��･��･�

(
薬
局)

(

訪
問
看
護)

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律(

平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)

○
平
成
二
十
九
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
合
格
者

採
石
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号)

第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実

施
し
た
平
成
二
十
九
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

受
験
番
号

受
験
番
号

受
験
番
号

一

二

六

一
〇

一
七

二
一

三
〇

三
四

三
六

四
四

以
上
一
〇
名

○
木
曽
川
地
域
森
林
計
画
の
案
の
縦
覧

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
木
曽
川
森
林
計

画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
樹
立
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
当
該

地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
対

し
、
理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐
阜
県
林
政
部
林
政
課

岐
阜
県
岐
阜
農
林
事
務
所
林
業
課

岐
阜
県
西
濃
農
林
事
務
所
林
業
課

岐
阜
県
揖
斐
農
林
事
務
所
林
業
課

縦

覧

場

所

岐
阜
県
林
政
部
林
政
課

岐
阜
県
可
茂
農
林
事
務
所
林
業
課

岐
阜
県
東
濃
農
林
事
務
所
林
業
課

岐
阜
県
恵
那
農
林
事
務
所
林
業
課

縦

覧

場

所

平
成
二
九
・
一
一
・

七
か
ら

同

一
二
・

七
ま
で

縦

覧

期

間

平
成
二
九
・
一
一
・

七
か
ら

同

一
二
・

七
ま
で

縦

覧

期

間

岐
阜
県
林
政
部
林
政
課

岐
阜
県
岐
阜
農
林
事
務
所
林
業
課

岐
阜
県
中
濃
農
林
事
務
所
林
業
課

岐
阜
県
郡
上
農
林
事
務
所
林
業
課

縦

覧

場

所

岐
阜
県
林
政
部
林
政
課

岐
阜
県
飛�
農
林
事
務
所
林
業
課

縦

覧

場

所

平
成
二
九
・
一
一
・

七
か
ら

同

一
二
・

七
ま
で

縦

覧

期

間

平
成
二
九
・
一
一
・

七
か
ら

同

一
二
・

七
ま
で

縦

覧

期

間

○
揖
斐
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
揖
斐
川
森
林
計

画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
当
該

地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
対

し
、
理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
宮
・
庄
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
宮
・
庄
川
森
林

計
画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
当

該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
対

し
、
理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
長
良
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
長
良
川
森
林
計

画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
当
該

地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
対

し
、
理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
飛�
川
地
域
森
林
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
飛�
川
森
林
計

画
区
の
地
域
森
林
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
当
該

地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
対
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岐
阜
県
林
政
部
林
政
課

岐
阜
県
可
茂
農
林
事
務
所
林
業
課

岐
阜
県
下
呂
農
林
事
務
所
林
業
課

縦

覧

場

所

平
成
二
九
・
一
一
・

七
か
ら

同

一
二
・

七
ま
で

縦

覧

期

間

し
、
理
由
を
付
し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日
か
ら

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

四

作
業
地
域

中
津
川
市
、
瑞
浪
市
、
恵
那
市

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

現
地
測
量
、
道
路
台
帳
附
図
Ⅰ)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
七
日
か
ら

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
ま
で

四

作
業
地
域

瑞
浪
市

○
岐
阜
県
収
用
委
員
会
の
審
理
の
開
始

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
岐
阜
県
収
用
委
員
会
の
審
理
を
開
始
す
る
の
で
、
岐
阜
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則(

昭
和
五
十

四
年
岐
阜
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
収
用
委
員
会

会
長

毛

利

哲

朗

一

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

事
件
名

平
成
二
十
九
年
岐
収
委
第
一
号
及
び
第
二
号
収
用
事
件[

一
級
河
川
木
曾
川
水
系
揖
斐
川
改
修
工

事(

岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
太
田
字
町
通
地
内
か
ら
同
市
南
濃
町
安
江
字
河
原
南
地
内
ま
で)

]
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三

期
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日(

木)

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

四

場
所

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
庁
二
階
大
会
議
室

○
岐
阜
県
収
用
委
員
会
の
審
理
の
開
始

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
岐
阜
県
収
用
委
員
会
の
審
理
を
開
始
す
る
の
で
、
岐
阜
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則(

昭
和
五
十

四
年
岐
阜
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号)
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日

岐
阜
県
収
用
委
員
会

会
長

毛

利

哲

朗

一

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

事
件
名

平
成
二
十
九
年
岐
収
委
第
三
号
及
び
第
四
号
収
用
事
件[

一
級
河
川
木
曾
川
水
系
揖
斐
川
改
修
工

事(

岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
太
田
字
町
通
地
内
か
ら
同
市
南
濃
町
安
江
字
河
原
南
地
内
ま
で)

]

三

期
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日(

木)

午
前
十
時
五
十
分
か
ら

四

場
所

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
庁
二
階
大
会
議
室
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平
成
二
十
九
年
十
一
月
七
日
発
行

岐
阜
市
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